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心理臨床の柱として，アセスメント(査定)，トリートメント(治療)，そ
してコミュニティ・アプローチ(臨床心理学的地域援助)があげられるが，対
人援助活動がさまざまな側面から各地域で行なわれているなかで，この
つめの柱の重要さは増している。当然のことながら，それは対象者に対す
るアセスメントやトリートメントにもとづいて地域の関係者に一方的にガ
イダンスすればすむというようなことではない。顔も知らない対象者やそ
の人を取り巻く人たちとの関係などについての情報にもとづいて，事例に
関してコンサルテーションする場合など，まさに“コミュニティ”に向けた
援助を心がけなければならない。
筆者は，児童相談所での臨床経験が長く，大学においても「児童福祉や
教育分野等における対人援助」を専攻していることもあって，各地域の機
関から依頼を受け，頻繁にコミュニティ・アプローチのために出かけてい
る。なかでも，対人援助現場の援助スタッフに向けたガイダンスや，具体
的事例への関わりに対するアドバイスなどの業務が多い。
ここでは，その地域での業務において痛感し心がけていることの一部や，
それらから発して臨床心理学的地域援助論が視野に入れている社会のあり
ようにも係ってくるような題材について，述べてみたい。

1 ．「一括りの用語」での「対応」
「子どもの愛着障害についての講演をお願いしたい」という小学校から
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の依頼が続いた。「発達障害」についての声はかからなかったが，それは
特別支援教育のメインを占めることもあって，教師は学習する機会が多い
からなのだろう。また，教師からだけではないが，「精神障害のある保護
者への関わりかたについて教えてほしい」という質問もよく受ける。
この「愛着障害」の講演依頼については断り，その小学校による依頼を
動機づけた存在である「愛着障害とみられる複数の児童」のカンファレン
スに参加することとして引き受けた。その理由は，「愛着障害」の診断が
ついていようといまいと子どもは 人ひとり異なるからである。また，
「愛着障害」であろうとなかろうと，その子やその子を取り巻く人たちの
独自の具体的資源のなかで子どもはよりよく育っていかなければならない
し，そのための検討をしなければならないからである。このことは「精神
障害のある保護者」にもあてはまる。同じ「精神障害」名であっても保護
者は 人ひとり異なり，また精神障害といわれる特徴でその人の全体が形
作られているのではなく，日常の独自の人間関係の場のなかでの具体的な
交流をとおして生活しているからである。
カンファレンスでは，「愛着障害」とか「精神障害」という「用語」で
対象者を一括りにせず， 人ひとりのことをトータルに丁寧に考えること
をテーマにしたが，行なったのは正確にいうと「事例検討」ではなかった。
「事例検討」は，その事例の処遇に責任をもつ組織が必要な情報をそろえ
検討し，その結果にもとづいて処遇を進めていくことを指すとすれば，筆
者が行なったのは，その事例についての限られた情報にもとづいて仮説を
(無責任に)構成する練習であり，事例はそのための材料にすぎなかった。
教師は，現在もそして今後もいろんな事例に出会うことになる。それらの
際にも役立てられるような仮説構成の行ないかたを学んでもらう必要があ
ろう。しかし，材料としての扱いとはいえ，もちろん仮説構成の中身は実
際のその事例の理解や処遇に役に立つ部分がある。その点に関して，筆者
が行なった仮説構成の中身については，「役に立つと思える視点があった
としたらそれを取り入れていただいてもよいが，その視点にもとづいた具



体的な仮説内容については仮説，つまり作り話であるので信じないでほし
い」と述べることにした。
筆者は，仮説構成を，「主訴(症状，問題行動，問題状況)が何であっても，
子どもに障害があろうとなかろうと，診断名が何であっても，家族に問題
があるように見えても見えなくても，事例をひとまとまりとしてみて仮説
する(ジェノグラム─家系図─を描いて考える)。そして，取り組みへの芽を探
る。それらの作業をチームで行なう」ことであるとし，ガイダンスやカン
ファレンスのたびにそう提案している。問題となる状況や診断名ほかの
「肩書き」に縛られず，当該児童のことをその取り巻く集団(家族ほか)と
の関係のなかで捉え，その次に子どもの発達状況，症状や問題行動などが
その子の内面や周りとの関係性に具体的に与える影響も含めて検討してい
くことによって，その事例ではトータルにどんなことが起きている可能性
があるのかを考えるのだ。ある小学校での検討会のあと，そこに参加した
教師にあてた手紙に，このことを含めて次のように書いた。
「(前略)子どもに『どう関わるか』ということが現実的な課題である
ことは承知をしていますが，それが単なるそういう種類の子への『対
応』でなく，唯一無二のその子を『育てる』接し方の色合いがより濃
くなるためにも(先生がたがそういう思いで接しておられることはわかって
います)，その子のことをその子の内側から具体的に理解しようと，
想像力をたくましくすることがとても重要になってきます。
私は，K式発達検査に係る仕事をすることも多いのですが，検査で
その子を何かに分類する(診断する)のでなく，数字で表すのでもなく，
検査課題を間において子どもと検査者が交流するその人間関係の質を
とらえることを重視しています。つまり，『その子の目から世の中は
どんなふうに見え，耳からは音声を通してどんな意味が届き，身体の
感覚はどのように生じていて，それらがその子の認識や行動をどのよ
うにコントロールしているかを，自分のことのようにとらえたい』と
いう動機があるのです。
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そしてその重要性は，検査においてだけでなく，子どもの日常の行
動や先生がたとのやりとりにおいてどのようなことが起きているのか
と，その人間関係の質をみていく場合にも一緒です。
子どもはそれぞれいろんな資質をもって生まれてきますが，その資
質と環境的関わりの相互作用で様々なものを獲得していきます。保護
者の具体的な関わりかたの以前に，その家族のもつ生活上の『風土や
文化(人間関係のとりかた，生活の展開のしかたなどの様々なその家族らし
さ)』の影響を直接に受け，またその文化の影響を受けた保護者から
の具体的な関わりをとおして，自分のなかのいろんなものを作ってい
きます。そういった風土や文化は，前の世代から引き継がれていたり，
いろんなエピソードに顔を出します。
ですから，ジェノグラムを描いて過去と今の背景を探りながら，そ
の子に流れ込んでいるかもしれない可能性を見つけようとします。決
めつけるのではなく，『何のためにそう関わるかの仮説を作るための
根拠』を見つけようとしています。見出された仮説で関わってうまく
いけば，その仮説は役に立ったことになるし(正しかったかどうかは神
様にしかわかりません)，うまくいかなければ，また別の仮説を立て直
すことになります。
そのように，その子がどんなふうに育ってきて何を身につけている
のか，その身につけてきているものをもとに，小学校という新しい社
会に飛び込んできて自分とその社会との関係をどのようにとらえ，具
体的な日々の学校生活の中で何に不安を覚え何に安心感をもつのか，
何がわかって何がわからないのかを，できるだけ具体的に自分のこと
のように思い描きたいし，そのために想像力を目一杯働かせます。で
も，何もないところに想像力は働かせようもないところがあるので，
具体的な情報を得てそれを材料にするわけです。
気になる状態について医師の関与を求め，必要な対応をとることは
とても重要なことです。ただ，診断名などだけでその子のことを理解



できたような気になる場合には，上記のような理解のプロセスを抜か
してしまいかねません。
また，保護者のありようも，その子どもの状況と密接に絡んでいる
のは当然です。『親に問題があるない』『誰が悪いか』ということでは
なく，いろんなことがうまくいかないことに関係するかもしれないど
んな特徴が保護者にあり，そこに小さな変化を起こすにはどうすれば
よいかという検討と実行も必要でしょう。学校は子どもが通っている
ので親といつも接点があり，そういう意味で子どもと家族への第一線
ですし(相談機関は通告や保護者からの相談を受けなければ動けません)，実
際に先生がたにはそのことも守備範囲に入れてご苦労いただいていま
す。
学校はどこまでしなければならないのか，というのは古くて新しい
問いかけなのだと思います。『子どもの育ち』をまもるための教育的
側面からのアプローチが学校の役割だと思いますが，その『育ち』に
たとえば学業以前の課題が含まれている場合，学業のためにも学業以
前の教育的アプローチは求められるのでしょうし，そのためのやりく
りをしていただいているところだと思います。また，かけ声だけでな
く他機関との連携が必要なことはいうまでもありませんが，そのこと
をどこかがやってくれるわけではありませんし，必要だと切羽詰まっ
たところが動き出さなければ変化は生じないように思います。そうい
う意味で，地域に設置されている要保護児童対策地域協議会をどう
『育て』ていくかも大切なことだと思います(さまざまな仕事をしなけ
ればならず多忙な先生がたに更にこれもとお願いしているつもりはなく，課

題として書きました)。(後略)」
仮説構成に関することに記述の焦点がずれた感があるが，この「愛着障
害」「発達障害」「精神障害」のように，「一括りの用語」が対人援助活動
における「対応」に影響を及ぼすことが多く，述べたような個別化を意識
する必要がある。同様に，たとえば児童虐待の「ネグレクト」家庭にもそ
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の家庭の数だけのそれぞれの具体的な内容がある。「心のケア」は「心の
傷」に対応する用語だが，身体の傷が洗い流すだけでよかったり，放って
おく場合もあるように，「心の傷」と一括せずに，場合によっては個々に
「よい経験」や「よい想い出」だったと整理していくようなことも，人間
を弱くさせないために必要なのではないかと思う。また，多数の知的障害
者を襲い，そのうち 名を死なせたいわゆる「相模原事件」の容疑者は，
個々のかたがたの存在との交流のなかでではなく，「重度の障害者」は安
楽死させるべきだという非常に偏った観念をそのまま一方的に行動に移し
た。ここにも「個別化」というテーマが浮上する。さらに，特別支援教育
は，身体障害や知的障害などのある程度明確な障害だけでなく，発達障害
のようなそれほど明確でないものも視野に入れたことから，個々の子ども
の個性の違いに目を向けることにまで構えを拡げようとしている。個別の
対応をするために「一括りの用語」を持ち出しすぎる慌てぶりはあるとし
ても，個別化のテーマは世の中の殻をコツコツと突ついている。

2 ．「個別的対応」への戸惑い
LGBTと呼ばれる性にまつわる事柄などの動向を見ていると，個別化
の流れは確かだし，個々の自由が尊厳として大切にされることの重要さを
思う。また，障害者差別解消法に書かれた「合理的配慮」ももっともなこ
とだし，それがユニバーサル・デザインとして発展していけばよいと思う。
一時的に障害を抱えたうえに二次的にも社会的障害を重ねるようなことは，
最小限であるべきだろう。筆者には，さまざまな「他と異なる特徴」をも
つ人たちのその「多様性」は，当然ながら個々の責任に由来するものでは
なく，「いろんな人がいて世の中である」というときのその「世の中にお
ける役割分担」として考えるのがわかりやすい。「世の中に必ずその特徴
のある人がある確率でいるとしたら，私がその特徴をもつ代わりに，あな
たが抱えてくれたのだ」という認識である。
しかし，「合理的配慮」について話題にするときに，「その人の障害によ



って配慮するべきところに配慮することが必要だということであって，障
害をもつ人を社会のあらゆる一般的なやりとりから保護し，その一般的な
やりとりに含まれるストレスフルな事態から守るべきだと言っているので
はない」と，「但し書き」をつけたい気持ちに筆者は駆られる。なぜなら，
障害をもたない人が相手の場合，一般的な人同士のつきあいにおける配慮
以上の「合理的配慮」はなされないが，いわばその「無配慮」がその人に
多様な社会的経験を与え，育てる側面が大きいからである。そういう社会
的経験や教育の機会を，合理的配慮という名の下に障害をもつ人から奪っ
てはならないと思うし，あえてそう言わないと，そこに無頓着になってし
まうような気がするのだ。障害をもつ人の振る舞いに対して相手が反発し
ていても，その相手はそれを隠して訳知り顔で「合理的」に対応している
場合，実はその当事者の双方にとっての「人間関係」には，合理的配慮だ
けではなく「反発や怒りのやりとり」なども交わされるのが妥当な場合が
あるのではないだろうか。合理的ではないことも人間的交流の内である。
そこでは，「障害による合理的配慮を必要とする部分」と「その人のパー
ソナリティに大きく依存し合理的配慮を必要としない部分」を見分けて対
応することなど不可能なので，対応する相手は反発や怒りに混乱が拍車を
かけることにもなる。「障害」「個性」「特徴」「パーソナリティ」などと呼
ばれるものがお互いにどうつながり，いかに分けられるのかという辞書的
な命題は，そういった混乱事態の整理には手を貸してくれないのだ。
しかし，その相手の「反発や怒り」が障害をもつ人の二次的障害につな
がっても酷である。つまり，そのような個別的対応に戸惑う気持ちに揺れ
ながらも，「訳知り」だけではない顔で「真 」に人間関係を積み重ねる
ということなのだろう。

3 ．「対策」が他の不都合を生じさせていること
個別の事柄ごとに対応するのでは対応にバラつきが出るし，ルールとし
ての「対策」がとられることで個別の事柄に対応が行ないやすくなるのだ
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が，そこに落とし穴はないだろうか。たとえば，「知らない大人には口を
きかない」ように指導するという対策が，すべてにおいてではないだろう
が，小学校で子どもたちに対してとられているという。誘拐等の防止のた
めであろうが，そのことによって子どもたちの地域での社会生活がいびつ
なものになると推測するのは容易である。このように，ある対策がとられ
ることによって他の事柄に不都合を生じさせていることが多い。これはど
のような分野においても起きているが，以下に筆者が日常接することから
いくつかを挙げてみたい。
「公園でボール遊びをしてはいけない」としたら，子どもはどこでボー
ル投げができるのだろうか。子どもがついその上に乗りたくなるような庭
園のモニュメントにも「触れてはいけません」の表示のある場合がある。
被害者と加害者を出さず，公園や庭園の設置者の責任を逃れるために，そ
のような対策が打たれている。
ハラスメント，たとえばセクシャルハラスメントがあってはならないこ
とは当然である。しかし，性に関する真面目な発言も，誰かからセクハラ
とされる可能性が少しでもあるとすれば，男性の頭のなかでは安全策をと
ることになる。性に関する文化の衰退とは大げさな表現かもしれないが，
これまでの無節操によるリバウンドは無制限に拡大し続けるのだろうか。
「いじめ」と「非いじめ」との区別をつけようとすると，いじめ防止へ
の自覚のなさを指摘されかねないような空気が流れている。いじめがいけ
ないことであることは明白であり，「いじめ」として防止しなければなら
ない。しかし，「からかい」もいじめの前兆だからと，いじめ防止のため
の子どもたちへの調査の対象項目になると，子どもたちはからかいもいじ
めなんだと認識してからかえなくなる。それでいいのだろうか。からかい
にはいじめにつながるようなものもあるだろうが，ウイットに富んだ生活
に潤いを与えるからかいにも，われわれは慣れ親しんできたはずである。
そのようなからかいや他の微妙な発言や行ないも危険だとしたら，子ども
たちは何を安心して発言し，行なえるのだろうか。また，「相手が嫌な思



いをしたら，それはいじめである」と定義されているらしい。児童虐待も
「子どもにとって虐待であれば，それは虐待である」としているので，そ
れに倣った側面があるのかもしれない。しかし，虐待の場合は子どもの証
言だけではなく，社会的調査の結果として子どもにとってどうであったか
によって判断する。ところが，いじめの場合は，子どもの証言がそのまま
判断の根拠になりやすいような印象を受ける。「いじめ」と「非いじめ」
をどうにか分けるような視点を，われわれはもてないものだろうか。何で
も「いじめ」と命名されかねない空気が漂っているように見えるが，「非
いじめ」とされてもよいような経験によって，嫌な思い，理不尽な思い，
恥ずかしい思いなどをすることも，子どものそだちにとっては必要なこと
である。そのような経験をしたことのない子どもは，免疫のないまま，さ
まざまな菌を含み込む社会に出て行かなくてはならない。そういう意味で，
いじめを防止せねばならないあまり，子どもの健全育成の視点が置き去り
にされている側面があるように思う。
保護者から教師へのクレームが問題になっている。クレームには正当な
内容のものとそうでないものがあり，前者は尊重されるべきものであって
誠実に対応しなければならない。しかし，正当ではないクレームもあり，
その発生自体を極力抑えるために，教師は子どもと保護者全員に対して，
場合によっては過剰な予防策をとる場合があるようである。たとえば，校
内でのどんな小さなトラブルでもいち早く保護者に連絡し，校内対応につ
いての了解を得ておくような配慮である。しかし，その配慮がただでも忙
しい教師の負担を増加させるだけでなく，連絡を受けることになる正当で
ない要求をしない大多数の保護者の負担をも増やしていると聴く。「学校
のなかでのことは校内だけですませてほしい」という保護者の声が聞こえ
てきそうであるが，保護者会から学校に対して，双方の負担軽減に役立つ
ようなアイデアを何か提示できないものだろうか。
「子どもの泣き声は被虐待のサインの可能性があるので通告してくださ
い」というのが，いわゆる「泣き声通告」である。通告された側はその子
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どもを特定する努力をし， 時間以内にその子の安全を確認しなければな
らない。さて，「 件の泣き声のうち何件かは被虐待かもしれない。だか
ら通告するべきだ」という認識と，「子どもは泣くのがあたりまえで，た
ぶん虐待されているなんてことはないだろう。だからいちいち通告なんか
しない」という認識のどちらが正しいのだろうか。人間の健康な精神によ
る認識はおそらく後者ではないだろうか。前者の「強迫性」につながる匂
いのする認識の対極にある後者のような「いい加減さ」が人間の能力でも
ある。しかし，現実に行政から求められているのは前者であり，虐待防止
活動としての対策は前者の正しさを国民に求めている。もちろん，この泣
き声通告によって救われる子どもがいるので，その通告は引き続き有効と
される。しかし，次のようなことが副作用として起きているのも事実であ
る。 件のうち 件が被虐待事例であったとして，残りの 件は濡れ衣
である。濡れ衣を着せられた保護者は目に見えぬ通告者が近所にいること
を知り，不安に包まれ，少なからずの影響を受ける場合がある。また，
「ウチの子はよく泣くので，いつ通告されるかとヒヤヒヤで，泣く子ども
につい厳しくあたってしまうんです」と悩む保護者もいる。虐待防止が子
育て不安を高めている側面である。筆者は，一般の保護者にお話する機会
に，「虐待防止対策がそのような申し訳ないことになっています。万が一，
通告され，自治体の担当者がお宅に訪れたときには，子どもの安全なこと
を積極的に示し虐待していないことを話せば，わかってくれます。担当者
に訪問されたら子どもを連れて行かれてしまうと思っておられるかたもお
られると聞きますが，そんなことはありませんから安心してください。そ
れから，ママ友たちにふだんから『うちの子はちょっとしたことで泣くか
ら，虐待と思われるかもしれないことが不安で…』と喋っておいてくださ
い。万が一のときに，そのママ友たちが証言してくれるでしょうから」と
伝えている。
例をあげていくとキリがない。他の部分に不都合の出ない対策は所詮無
理なのかもしれない。しかし，さまざまな要因をできる範囲でバランスよ



く運営していくために知恵を出し合い，実践していくような社会にしてい
かなくてはならないし，少なくとも子どもの健全育成に向けての変革を臨
床心理学的地域援助論の守備範囲として進めていく必要がある。「 歳選
挙権」による高校での主権者教育において，教師たちは自分の主義主張を
述べることができないという枠に追い込まれている。しかし，新聞による
と，ドイツの教師たちは何の疑問もなく意見を自分のものとして自由に提
示しているようで，日本の状況を理解できないらしい。文化の違いを超え，
このようなことからも知恵を授かることができるのだろう。

以上，臨床心理学的地域援助に関連する身近なテーマのうち 点につい
て，覚え書きのように述べた。筆者の「研究ノート」には，これら以外の
テーマもメモされている。今後，それらも含めてより深め，相互に関連づ
けてまとめるつもりである。

臨床心理学的地域援助の身近な題材



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


